
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

シートを所定の形状に切断したシート体 (1)であって、
　その中央部に苗木 (T)を通す第一の切れ目 (3)を設け、
　該シート体 (1)の外周から該第一の切れ目 (3)に切込み (4)を設け、
　該第一の切れ目 (3)は、該切込み (4)の内端から該切込み (4)の延長線 (4’ )と角度 (θ )を
なして直線状に連続する長辺部 (41)と、該長辺部 (41)の中点 (42)で該長辺部 (41)と直角に
延びる短辺部 (43)を有し、該長辺部 (41)と該短辺部 (43)でＴ形となっており、
　該切込み (4)の一側縁部 (4a)に
　

かつ、該第一の切れ目 (3)のめくり上がりと共にめくり上がる第二の切れ目 (
51)を備えて
　該第二の切れ目 (51)は 該他側縁部 (4b)側の 側縁 (52)から該一側縁部 (4a)側に入り
込 頭辺部 (54)と、該頭辺部 (54)と直角に延びる脚辺部 (55)を有

ている
ことを特徴とする単木用マルチング材。
【請求項２】
　該シート体 (1)は生分解性を有している請求項１に記載の単木用マルチング材。
【請求項３】
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遮光性の

当て片 (5)が一体に設けられ、
該当て片 (5)は該切込み (4)及び該第一の切れ目 (3)を覆って他側縁部 (4b)に延びる長さ

と幅を有し、
おり、

、 自由
む するＴ形で、該頭辺部 (5

4)と該脚辺部 (55)の交点 (53)を該第一の切れ目 (3)の該長辺部 (41)の該中点 (42)に合わせ
かつ該第一の切れ目 (3)に対して互いに位相角度をずらして重合され



　該シート体 (1)は不透水性となっている請求項１又は２に記載の単木用マルチング材。
【請求項４】
　該シート体 (1)の該第一の切れ目 (3)は該当て片 (5)の該第二の切れ目 (51)に対し、該中
点 (42)を中心に時計方向へ４５°位相がずれている請求項１、２又は３に記載の単木用マ
ルチング材。
【請求項５】
　該シート体 (1)が方形で、各隅角部 は折り返されて一体化された重合部 となって
いる請求項１から４の一つの項に記載の単木用マルチング材。
【請求項６】
　該当て片 (5)の該一側縁部 (4a)に対する が縫合及びヒートシールの少なくとも一
方でなされている請求項１から５の一つの項に記載の単木用マルチング材。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、植栽工に際して苗木の根を囲む土壌の乾燥を防いだり、苗木の周りでの雑草
の繁茂を阻止して、苗木の生育を助ける、単木用マルチング材に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　  マルチング材は苗木の周りの地面を覆うもので、中央に苗木の透孔を穿ち、必要な場
合は外周からこの透孔に切り込みを入れたものとなっている。
　実公昭３８－２２４２０号公報にはクラフト紙等強靱な紙、又はこれらの紙に雑草の生
育を阻害する薬品類を添加したものを紙芯とし、その両面又は片面に合成樹脂の生地、例
えばポリエチレン生地又はビニール等を貼着するかあるいはこれらの合成樹脂をラミネー
ト加工し、かつ表面を黒色にした被覆紙材を、苗木の周囲を被覆するに足る適当の大きさ
及び形状に截断すると共に、その中心部に、苗木の通孔を穿ち、その通孔より外縁に向け
１ヶ所直截して開放部にした苗木生育用地面被覆具が示されている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　雑草の生育力の旺盛さは今更述べるまでもないが、マルチング材に外周から中央の苗木
の透孔に届く切り込みがあると、雑草がこの切り込みをすり抜けて外部へ生育して行く。
また、苗木の透孔からの雑草も多い。透孔を小さくすれば雑草も少なくなるが、生長する
際に幹のくびれ等を生じる原因となる。従って、透孔は幹の生長に合わせて拡大する必要
がある。
　本発明は、雑草の発芽自体の抑制は勿論、切り込みや透孔をすり抜けての外部への生育
も阻止し、飛来種子によるマルチング材上での発芽をも防げる単木用マルチング材を提供
することを目的とする。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
　本発明にかかる単木用マルチング材は、 シートを所定の形状に切断したシート
体となっている。このシート体の中央部に苗木を通す第一の切れ目を設け、該シート体の
外周から該第一の切れ目に切込みを設ける。該第一の切れ目は、該切込みの内端から該切
込みの延長線と角度をなして直線状に連続する長辺部と、該長辺部の中点で該長辺部と直
角に延びる短辺部を有し、該長辺部と該短辺部でＴ形となってい 切込みの一側縁部
に 他側縁部

延び かつ、該第一の切れ目のめくり上がりと共にめくり上がる第二
の切れ目を備えている。 該第二の切れ目は 該他側縁部側の 側縁か 一側
縁部側に入り込 頭辺部 頭辺部と直角に延びる脚辺部を有

【０００５】
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(11) (7)

一体化

遮光性の

る。該
当て片が一体に設けられる。該当て片は該切込み及び該第一の切れ目を覆って

に る長さと幅を有し、
そして、 、 自由 ら該

む と、該 するＴ形で、該頭辺部と
該脚辺部の交点を該第一の切れ目の該長辺部の該中点に合わせかつ該第一の切れ目に対し
て互いに位相角度をずらして重合されている。



　この単木用マルチング材は、通常のように切込みを拡げ、苗木を 切れ目
に通し、この単木用マルチング材の周りの部分を釘等で地面に固定する。この単木用マル
チング 遮光性 るので、雑草の発芽や生育を阻害できる。
　この第一の切れ目は、苗木の生長に伴って短辺側の両隅角部がめくれ上がって行っても
長辺側はめくれ上がらず、雑草の発芽やその後の生長を抑止できる。十字形やＹ形では、
苗木の生長に伴って切れ目の周囲が全面的にまくれ上がるので、このような作用が期待で
きない。
　このＹ型の場合、切込みが切れ目の中心線上に位置するのに対し、本発明の場合は左右
何れか一方に偏るので、同じ大きさの当て片の場合、切込みと当て片との重合寸法を大に
とれて雑草の発生が少なくできる。
　

地面が切込みを通して直接外
面に露出することがなく、種子が仮に発芽しても、切込みの部分から外部への生長ができ
ず、苗木の生育を阻害する程に被圧や土壌の栄養を奪取することはない。
　 この当て片はシート体の第一の切れ めくり上がりと共にめくり上がる第二の
切れ目を備えているので、シート体の第一の切れ目からの雑草の発芽や生育を効果的に防
げ、苗木の生育に際しては れ目もめくれ上がるので、何らの支障もない。
　 第二の切れ目は、

頭辺部を挟んで脚辺部側は苗木の生育に伴って自由にめくり上が 幹に
くびれを生じることはなく、

脚辺部と反対側はめくり上がらないので、雑草の発芽や生育を防げ
る。
【０００６】
　  該シート体は生分解性を有していてもよい。
　この場合、シート体は経時変化を示して消滅するので、苗木の生育に支障を来さず、環
境保護の点からも好ましい。
【０００７】
　該シート体は不透水性となっていてもよい。
　この場合、乾燥防止機能がすぐれ、干ばつ時に苗木を枯らすことが少なくなる。
【０００８】
　該シート体の該第一の切れ目は該当て片の該第二の切れ目に対し、該中点を中心に時計
方向へ４５°位相がずれていてもよい。
　この場合、隙間の発生量が少なく、雑草の発芽や生育を防げ、幹の生長には何ら支障が
ない。
【０００９】
　該シート体が正方形又は長方形等の方形であって、各隅角部は折り返されて一体化され
た重合部となっていてもよい。
　この場合、各隅角部が重合部を形成するので補強され、強風時にシート体が破れること
がなく、見栄えがよく、取り扱い易くなる。一体化された重合部の形成には縫合又はヒー
トシール等の手段が採用される。
【００１０】
　該当て片の該一側縁部に対する が縫合及びヒートシールの少なくとも一方でなさ
れていてもよい。
　この場合、当て片の が容易に行われる。
【００１１】
【発明実施の形態】
　１はシート体で、少なくとも一面が遮光性色２となった シートを所定の形状に
切断したものである。このシート体１の中央部に苗木Ｔを通す第一の切れ目３を設け、こ
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第一及び第二の

材は を有す

この当て片はシート体の切込みの一側縁部に一体に設けられ、この切込み及び第一の切
れ目を覆って他側縁部に延びる長さと幅を有しているので、

また、 目の

両切
そして、この 他側縁部側の自由側縁から一側縁部側に入り込む頭辺部

と、この頭辺部と直角に延びる脚辺部を有するＴ形で、頭辺部と脚辺部の交点を第一の切
れ目の長辺部の中点に合わせかつ第一の切れ目に対して互いに位相角度をずらして重合さ
れているので、 って

シート体の第一の切れ目の長辺部とこの第二の切れ目の頭辺
部による規制によって

一体化

一体化

遮光性の



のシート体１の外周からこの第一の切れ目３に切込み４を設ける。
　第一の切れ目３は、切込み４の内端からこの切込み４の延長線４’と角度θをなして直
線状に連続する長辺部４１と、この長辺部４１の中点４２でこの長辺部４１と直角にのび
る短辺部４３を有している。そして、長辺部４１と短辺部４３でＴ形となっている。

この切込み４の一側縁部４ａに当て片５
。

　この当て片５はシート体１の 第一の切れ目３ 覆って
この第一の切れ目３のめくり上がりと共にめくり上がる第二の

切れ目５１を備えている。

この
当て片５を設ける面は、シート体１の外面でも内面でもよい。
【００１２】
　この単木用マルチング材は苗木Ｔを植えた地面Ｇに配置される。切込み４を拡げ、第一
の切れ目３ に苗木Ｔを通し、切込み４を閉じれば、当て片５がこの
切込み４を塞

シート体１の外周部分や他側縁部４ｂの適所でＭ型ピン６を地面Ｇに打ち込み、シート
体１を地面Ｇに固定する。
【００１３】
　シート体１は 雑草の種子の発芽が抑えられる。また、一部の種子が仮に
発芽しても、シート体１の外面に出られず、切込み４の部分でも当て片５が切込み４を覆
っているので、切込み４を通って外部へ生長して行くことはない。従って、苗木Ｔの生育
を阻害する程の雑草による被圧や栄養の奪取は起こらない。更に、飛来種子が単木用マル
チング材の表面に載っても、発根がシート体１を突き抜けることができず生育に至らない
。
【００１４】
　第一の切れ目３は、苗木Ｔの生長に伴って短辺部４３側の両隅角部がめくれ上がって行
っても、長辺部４１側はめくれ上がらず、従って、雑草の発芽やその後の生長を抑止でき
る。十字形やＹ形では、苗木の生長に伴って切れ目の周囲が全面的にまくれ上がるので、
このような作用が期待できない。
【００１５】
　当て片５はシート体１の 第一の切れ目３を覆って

　 第一の切れ目３のめくり上がりと共にめくり上がる
第二の切れ目５１を備えて 苗木Ｔの生育に際しては ５１もめくれ上
がるので、何らの支障もない。
　

【００１６】
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角度
θは適当でよいが、４５°とするのが好ましい。長辺部４１と切込み４が連続しているの
で、苗木Ｔが生長して幹が太くなっても、短辺部４３と反対側がめくり上がり、幹にくび
れを発生することがないからである。 が一体に設
けられる

切込み４及び を 他側縁部４ｂに延び
る長さと幅を有し、かつ、

この第二の切れ目５１は、他側縁部４ｂ側の自由側縁５２から
一側縁部４ａ側に入り込む頭辺部５４と、この頭辺部５４と直角に延びる脚辺部５５を有
するＴ形で、頭辺部５４と脚辺部５５の交点５３を第一の切れ目３の長辺部４１の中点４
２に合わせかつ第一の切れ目３に対して互いに位相角度をずらして重合されている。

及び第二の切れ目５１
ぎ、第一の切れ目３や第二の切れ目５１も苗木Ｔを通す最小限の開口となる

。

遮光性を有し、

切込み４及び いるので、地面が切込み
４を通して直接外面に露出することがなく、種子が仮に発芽しても、切込み４の部分から
外部への生長ができず、苗木Ｔの生育を阻害する程に被圧や土壌の栄養を奪取することは
ない。

また、この当て片５はシート体１の
おり、 両切れ目３及び

当て片５の第二の切れ目５１は、他側縁部４ｂ側の自由側縁５２から一側縁部４ａ側に
入り込む頭辺部５４と、この頭辺部５４と直角に延びる脚辺部５５を有するＴ形で、頭辺
部５４と脚辺部５５の交点５３を第一の切れ目３の長辺部４１の中点４２に合わせかつ第
一の切れ目３に対して互いに位相角度をずらして重合されているので、頭辺部５４を挟ん
で脚辺部５５側は苗木Ｔの生育に伴って自由にめくり上がることができ、幹にくびれを生
じることはない。また、シート体１の第一の切れ目３の長辺部４１とこの第二の切れ目５
１の頭辺部５４による規制によって脚辺部５５と反対側の部分はめくり上がらないので、
雑草の発芽や生育を防げる。



　また、Ｙ型の場合、切込みが切れ目の中心線上に位置するのに対し、本発明の場合は左
右何れか一方に偏る。従って、同じ大きさの当て片の場合、切込みと当て片との重合寸法
を大にとれて雑草の発生が少なくできる。
【００１７】
　シート体１は生分解性を有している。
　こうすると、シート体１は経時変化を示して消滅するので、苗木Ｔの生育に支障を来さ
ず、環境保護の点からも好ましい。
【００１８】
　シート体１は不透水性となっている。
　こうすると、乾燥防止機能がすぐれ、干ばつ時に苗木を枯らすことが少なくなる。
【 】
　シート体１の第一の切れ目３は当て片５の第二の切れ目５１に対し、中点４２を中心に
時計方向へ４５°位相がずれている。
　こうすると、隙間の発生量が少なく、雑草の発芽や生育を防げ、幹の生長には何ら支障
がない。
【 】
　シート体１が正方形又は長方形等の方形であって、各隅角部１１は折り返されて一体化
された重合部７となっている。
　こうすると、各隅角部１１が重合部７を形成するので補強され、強風時にシート体が破
れることがなく、見栄えがよく、取り扱い易くなる。一体化された重合部の形成には縫合
又はヒートシール等の手段が採用される。
【 】
　当て片５の一側縁部４ａに対する が縫合及びヒートシールの少なくとも一方でな
されている。
　こうすると、当て片５の一側縁部４ａに対する が容易に行われる。
【 】
【発明の効果】
　本発明によれば、飛来種子の発根から生育がシート体によって阻止され、シート体は遮
光性 ので、植栽土壌中で雑草の種子が発芽するのを抑えることができ、一部の種
子が仮に発芽してもシート体の外面への生育を阻止でき
　 シート体の 第一の切れ目

　

苗木の生長に伴って短辺側の両隅角部がめくれ上が
って行っても、長辺側はめくれ上がら 、従来型の十字形やＹ形での全面的なめくれ上が
りを阻止でき、 を通っての雑草の発芽や生育を効果的
に防げ
　

　 第二の切れ目は、

頭辺部を挟んで脚辺部側は苗木の生育に
伴って自由にめくり上がることができ にくびれを生じることはなく、

脚辺部と反対側はめく
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００１９

００２０

００２１
一体化

一体化
００２２

を有する
る。

また、 中央部に苗木を通す を設け、該シート体の外周から該第
一の切れ目に切込みを設けたので、苗木を植え込んだ後からでもこの切込みを拡げて第一
の切れ目に苗木を通すことができる。

また、該第一の切れ目は、該切込みの内端から該切込みの延長線と角度をなして直線状
に連続する長辺部と、該長辺部の中点で該長辺部と直角に延びる短辺部を有し、該長辺部
と該短辺部でＴ形となっているので、

ず
めくり上がりによって現出する隙間

る。
また、該切込みの一側縁部に当て片が一体に設けられ、該当て片は該切込み及び該第一

の切れ目を覆って他側縁部に延びる長さと幅を有し、かつ、該第一の切れ目のめくり上が
りと共にめくり上がる第二の切れ目を備えているので、該切込み及び該第一の切れ目を該
当て片により覆うことができ、雑草の発芽や生育を効果的に防げ、苗木の生育に際しては
両切れ目もめくれ上がるので、何らの支障もない。

更に、該 該他側縁部側の自由側縁から該一側縁部側に入り込む頭辺部
と、該頭辺部と直角に延びる脚辺部を有するＴ形で、該頭辺部と該脚辺部の交点を該第一
の切れ目の該長辺部の該中点に合わせかつ該第一の切れ目に対して互いに位相角度をずら
して重合されているので、苗木の生育に際して、

、幹 シート体の第一
の切れ目の長辺部とこの第二の切れ目の頭辺部による規制によって



り上がらないので、雑草の発芽や生育を防げる。
【 】
　請求項２によれば、シート体は生分解性を有するので、経時変化を示して消滅し、苗木
の生育に支障を来さず、環境保護の点にも適合できる。
【 】
　請求項３によれば、乾燥防止機能がすぐれ、干ばつ時に苗木を枯らすことが少なくでき
る。
【 】
　請求項４によれば、隙間の発生量が少なく、雑草の発芽や生育を防げ、幹の生長には何
ら支障がない。
【 】
　請求項５によれば、各隅角部が重合部を形成するので、補強されて取り扱い易くなり、
また、設置時に風圧でコーナーがめくれてはためくこともない。
【 】
　請求項６によれば、当て片の一側縁部に対する を容易に行える。
【図面の簡単な説明】
【図１】　  本発明にかかる単木用マルチング材の具体例を示す平面図である。
【図２】　切れ目部分の詳細平面図である。
【図３】　  背面図である。
【図４】　図１の４―４線断面図で使用状態を示してある。
【符号の説明】
１　　　  シート体
２　　　  遮光性色
Ｔ　　苗木
３　　 切れ目
４　　切込み
４ａ　一側縁部
４ｂ　他側縁部
５　　当て片
７　　重合部
１１　隅角部
Ｇ　　　  地面
４’　延長線
θ　　角度
４１
長辺部
４２　  中点
４３　  短辺部
５１　 切れ目
５２　自由側縁
５３　
５４　頭辺部
５５　脚辺部
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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